
 

【会 合】 

アジア・太平洋法制研究会第９回国際民商事法シンポジウム 

「東南アジア４か国におけるコーポレート・ガバナンス 

～ ベトナム カンボジア ミャンマー インドネシア ～」 

国際協力部教官 
大 西 宏 道 

 
第１ はじめに  

法務省法務総合研究所は，公益財団法人国際民商事法センターとの共催により，平成２

９年（２０１７年）９月１２日（火），「東南アジア４か国におけるコーポレート・ガバナ

ンス～ ベトナム カンボジア ミャンマー インドネシア ～」と題して，アジア・太

平洋法制研究会第９回国際民商事法シンポジウムを開催した。以下，その概要を報告する。  
 

第２ 背景 

法務総合研究所は，国際民商事法センターと共に，平成８年度から，アジア太平洋地域

における民商事法分野に関する法制比較のためのアジア・太平洋法制研究会を開催し，こ

れまで，倒産法制（平成８年度，同９年度），企業倒産と担保法（平成１０年度，同１１年

度），ＡＤＲ（平成１２年度，同１３年度），知的財産権（平成１４年度，同１５年度），国

際会社法（平成１６年度，同１７年度），株主代表訴訟（平成１８年度～同２０年度），監

査制度（平成２１年度～同２３年度）及び会社情報提供制度（平成２４年度～同２６年度）

をテーマとして実施した。 
これらの研究活動の発表の場として，「国際民商事法シンポジウム」を過去８回大阪で開

催し，研究会の委員のほか，アジア太平洋地域から専門家を招へいし，各国の法制の現状，

実務上の問題点及び今後の方向について意見を交わしてきている。 
平成２７年度からは，新たに「会社法実務研究会」を立ち上げ，同２９年度までの３か

年を活動期間とし，アジア太平洋地域における会社法実務制度について比較研究を行って

いる。 
近年，東南アジア地域では，東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）諸国を中心としてめざ

ましい経済発展と国際化の進展が見られるところ，勤勉，低廉かつ豊富な労働力等が魅力

となり，日本企業の進出が急速に進んでいる。我が国としては，東南アジア諸国と共に，

更に一層の経済交流を促進し共に繁栄の道を歩むため，それぞれの国について理解を深め，

よりよい国際経済取引の法的仕組みを探求していくことが望ましい。 
会社法制，特に，コーポレート・ガバナンスの在り方については，１９９０年代に，経

済協力開発機構（ＯＥＣＤ）が，先進国のみならず途上国を含めたコーポレート・ガバナ

ンスの在り方を議論し始めたこと等により，東南アジア地域においても議論されるように
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なっているが，これまで，東南アジア地域におけるコーポレート・ガバナンスの実態につ

いて比較研究はあまり行われていない。 
しかし，日本企業の進出に当たって，東南アジア地域のコーポレート・ガバナンス，特

に，機関設計，役員の責任等に関する法制度及び実務の状況を把握することは必要性が高

いものと考えられる。 
そのような状況を踏まえ，東南アジア地域の数か国を対象に，実務的ニーズを踏まえた

比較研究を行うことにより，日本企業の海外進出及び現地における事業活動の実施に役立

てるため，本研究会を立ち上げたものである。 
本研究会では，ベトナム，カンボジア，ミャンマー及びインドネシアを対象国として選

択した上で，各対象国の会社法実務に関する専門家に対してヒアリングを行い，本研究会

の委員による現地調査を実施するなどして，各対象国における会社の機関設計，役員の責

任とその追及に関する法制度及び実務の状況等を中心に研究を進めてきた。  
本研究会の最終年度に当たる本年度は，これまでの研究活動を踏まえ，対象国における

会社法実務の現状及び課題並びに我が国企業が進出等するに当たっての考察等についての

研究成果を広く公表し，更なる討論を行うべく，各対象国の専門家を招へいした上で，公

開のシンポジウムを開催することとした。 
なお，本研究会の対象国は，我が国が，長期専門家を派遣し，重点的に法制度整備支援

を実施している国々であるため，本シンポジウムにおいては，それらの国々に対する我が

国による法制度整備支援の概要について紹介し，その理解を深めることとした。 
 
第３ シンポジウムの概要 

本シンポジウムにおいては，第１部は，会社法実務研究会の座長である弁護士法人大江

橋法律事務所代表パートナーの国谷史朗弁護士から，「会社法実務研究の意義」として，本

シンポジウムの趣旨及び研究の概要について説明があった後，法務省法務総合研究所国際

協力部の伊藤浩之副部長から，「研究対象国に対する我が国による法制度整備支援」とし

て，同部の法制度整備支援活動の概要について説明があった。 
 

 
【シンポジウムの様子】 
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その後，第２部は，「ベトナムにおけるコーポレート・ガバナンスの現状と課題」と題し

て，ベトナム中央経済管理研究所（ＣＩＥＭ）のファン・ドウック・ヒエウ次長，弁護士

法人大江橋法律事務所の川島裕理弁護士及び大阪府立大学経済学研究科の古川朋雄准教授

から，「カンボジアにおけるコーポレート・ガバナンスの現状と課題」と題して，PYT ＆ 
アソシエーツ法律事務所のポティム・ユン弁護士（カンボジア），関西学院大学法学部の石

田眞得教授及び中本総合法律事務所豊島ひろ江弁護士から，「ミャンマーにおけるコーポ

レート・ガバナンスの現状と課題～新会社法案を中心に」と題して，西村あさひ法律事務

所ヤンゴン事務所のチー・チャン・ニェインフォーリンアトーニー，弁護士法人北浜法律

事務所の児玉実史弁護士，住友商事株式会社の林秀樹関西法務チーム長から，「インドネシ

アにおけるコーポレート・ガバナンスの進展」と題して，アセガフハムザ＆パートナーズ

法律事務所のエコ・アフマッド・イスマリ・バシュニ弁護士（インドネシア），堂島法律事

務所の飯島奈絵弁護士及び京都大学大学院法学研究科の北村雅史教授から，国別発表があ

った。 
 

 
【国別発表の様子】 

 
第３部は，弁護士法人北浜法律事務所の児玉実史弁護士の進行により，会場との質疑応

答及び全体パネルディスカッションを行い，最後に，国谷史朗弁護士から，総括があった。 
パネルディスカッションにおいては，例えば，取締役の不当な行為を止めるための手段の

内容，債権者に対する取締役に対する損害賠償請求の可否，会社を清算するときに日本人

取締役の出国制限の有無等，日本の会社が現地に進出に当たって，参考となり得ることに

ついて，活発な議論が行われた。  
なお，本シンポジウムの内容は，公益財団法人国際民商事法センターから，議事録が発

行されるほか，また，その内容を含めた本研究会の研究の成果について，後日，冊子にま

とめられる予定である。 
 
第４ おわりに  

本シンポジウムは，あいにくの天気にもかかわらず，延べ約１００名の多くの企業関係
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者，法律家，研究者，学生等の参加があった。 
本シンポジウムにおいては，ベトナム，カンボジア，ラオス及びインドネシアから招へ

いした現地専門家から，分かりやすい発表が行われ，その上で，日本側の担当委員から，

的確な質問等がされたため，会場の参加者にとっても各国の法制度に対する理解をより深

められたのではないかと思われる。 
本シンポジウムの開催に当たり，さまざまに協力いただいた，招へい専門家，本研究会

の委員の先生方，国際民商事法センター，大阪商工会議所，独立行政法人国際協力機構，

独立行政法人日本貿易振興機構大阪本部，大阪弁護士会，公益社団法人関西経済連合会を

始めとする関係者の皆様に，この場を借りて御礼を申し上げたい。 
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アアジジアア・・太太平平洋洋法法制制研研究究会会  

TTHHEE SSTTUUDDYY  GGRROOUUPP  OONN  LLEEGGAALL  SSYYSSTTEEMMSS  IINN  TTHHEE  AASSIIAA--PPAACCIIFFIICC  RREEGGIIOONN  
  PPRREESSEENNTTSS  

  

TTHHEE  99TTHH  SSYYMMPPOOSSIIUUMM  OONN  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  CCIIVVIILL  AANNDD  CCOOMMMMEERRCCIIAALL  LLAAWW  

CCOORRPPOORRAATTEE  GGOOVVEERRNNAANNCCEE  IINN  FFOOUURR  SSOOUUTTHHEEAASSTT  AASSIIAANN  CCOOUUNNTTRRIIEESS  

--  VVIIEETTNNAAMM,,  CCAAMMBBOODDIIAA,,  MMYYAANNMMAARR  AANNDD  IINNDDOONNEESSIIAA  ––  

【【東東南南アアジジアア４４かか国国ににおおけけるるココーーポポレレーートト・・ガガババナナンンスス】】  

～～  ベベトトナナムム  カカンンボボジジアア  ミミャャンンママーー  イインンドドネネシシアア  ～～  

  
  
  
  
  
  
  

法法務務省省  法法務務総総合合研研究究所所  国国際際協協力力部部  

IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  CCOOOOPPEERRAATTIIOONN  DDEEPPAARRTTMMEENNTT,,  RREESSEEAARRCCHH  AANNDD  TTRRAAIINNIINNGG  IINNSSTTIITTUUTTEE  MMIINNIISSTTRRYY  OOFF  

JJUUSSTTIICCEE,,  JJAAPPAANN  

  
公公益益財財団団法法人人  国国際際民民商商事事法法セセンンタターー  

IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  CCIIVVIILL  AANNDD  CCOOMMMMEERRCCIIAALL  LLAAWW  CCEENNTTRREE  FFOOUUNNDDAATTIIOONN  

  
（（共共催催：：大大阪阪商商工工会会議議所所，，後後援援：：独独立立行行政政法法人人国国際際協協力力機機構構，，独独立立行行政政法法人人日日本本貿貿易易振振興興機機構構大大阪阪本本部部，，大大阪阪弁弁護護士士会会，，公公益益社社団団法法人人関関西西経経済済連連合合会会））  

（（CCOO--HHOOSSTTEEDD  BBYY：：TTHHEE  OOSSAAKKAA  CCHHAAMMBBEERR  OOFF  CCOOMMMMEERRCCEE  AANNDD  IINNDDUUSSTTRRYY，，SSUUPPPPOORRTTEEDD  BBYY：：  JJAAPPAANN  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  CCOOOOPPEERRAATTIIOONN  AAGGEENNCCYY，，JJAAPPAANN  EEXXTTEERRNNAALL  TTRRAADDEE  OORRGGAANNIIZZAATTIIOONN  OOSSAAKKAA  HHEEAADDQQUUAARRTTEERRSS，，OOSSAAKKAA  BBAARR  

AASSSSOOCCIIAATTIIOONN，，KKAANNSSAAII  EECCOONNOOMMIICC  FFEEDDEERRAATTIIOONN  ）） 
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TIME TABLE 
10:00 - 10:10 開会挨拶 Opening Address                             

法務省法務総合研究所長  佐久間 達哉 
Mr. Tatsuya Sakuma, President, Research and Training Institute (RTI), Ministry of Justice (MOJ) 

           

第１部 Session 1 

10:10 - 10:25  会社法実務研究の意義 Purpose of studying company law practices  

代表パートナー・弁護士・弁護士法人大江橋法律事務所  国谷 史朗 

Mr. Shiro Kuniya, Managing Partner, Oh-Ebashi LPC & Partners 
 

 
10:25 - 10:40  研究対象国に対する我が国による法制度整備支援  

Legal technical assistance of Japan toward study target countries  

法務省法務総合研究所国際協力部副部長  伊藤 浩之 
Mr. Hiroyuki Ito, Deputy Director of the International Cooperation Department (ICD), RTI, MOJ 

 

第２部 Session 2 
10:40 - 11:30  各国別発表１ Country Report 1  

「ベトナムにおけるコーポレート・ガバナンスの現状と課題」 

“Current status of, and challenges in corporate governance in Vietnam” 
 
 

ベトナム中央経済管理研究所（ＣＩＥＭ）次長  ファン・ドウック・ヒエウ 
Mr. Phan Duc Hieu, Vice President, Central Institute for Economic Management (CIEM) 
弁護士・弁護士法人大江橋法律事務所  川島 裕理  

Ms. Yuri Kawashima, Partner, Oh-Ebashi LPC & Partners 

大阪府立大学経済学研究科准教授  古川 朋雄 

Associate Prof. Tomoo Furukawa, Osaka Prefecture University Graduate School of Economics 
 

11:30 - 12:20  各国別発表２ Country Report 2  

「カンボジアにおけるコーポレート・ガバナンスの現状と課題」 

“Current status of, and challenges in corporate governance in Cambodia” 
 

弁護士（カンボジア）・PYT & アソシエーツ法律事務所  ポティム・ユン 

Mr. Potim Yun, Principal of PYT & Associates 
関西学院大学法学部教授  石田 眞得 
Prof. Masayoshi Ishida, School of Law and Politics, Kwansei Gakuin University 

弁護士・中本総合法律事務所  豊島 ひろ江 

Ms. Hiroe Toyoshima, Partner, Nakamoto & Partners 
 
 

Lunch Break (12:20 - 13:20) 
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13:20 - 14:10  各国別発表３ Country Report 3  

「ミャンマーにおけるコーポレート・ガバナンスの現状と課題～新会社法案を中心に」 

“Current status of, and challenges in corporate governance in Myanmar –with a focus on the new Companies Law ” 

西村あさひ法律事務所ヤンゴン事務所フォーリンアトーニー  チー・チャン・ニェイン 

Mr. Kyi Chan Nyein, Foreign Attorney, Nishimura & Asahi (Yangon Office) 
弁護士・弁護士法人北浜法律事務所  児玉 実史 
Mr. Masafumi Kodama, Partner, Kitahama Partners 

住友商事株式会社関西法務チーム長  林 秀樹 

Mr. Hideki Hayashi, Team Leader of Kansai Legal Team, Legal Department, Sumitomo Corporation 
 

14:10 - 15:00  各国別発表４ Country Report 4  

「インドネシアにおけるコーポレート・ガバナンスの進展」 

“Progress in corporate governance in Indonesia” 

 
弁護士（インドネシア）・アセガフ・ハムザ＆パートナーズ法律事務所   

エコ・アフマッド・イスマリ・バシュニ  

Mr. Eko Ahmad Ismail Basyuni, Partner, Assegaf Hamazah & Partners 
弁護士・堂島法律事務所  飯島 奈絵 
Ms. Nae Iijima, Partner, Dojima Law Office 

京都大学大学院法学研究科教授  北村 雅史 

Prof. Masashi Kitamura, Kyoto University Graduate School of Law 
 

Break (15:00 - 15:15) 
 

第３部 Session 3 

15:15 - 15:45  会場との質疑応答 Questions and Answers with the Audience                               
（進行）弁護士・弁護士法人北浜法律事務所   児玉 実史  
Moderator: Mr. Masafumi Kodama, Partner, Kitahama Partners 

    
15:45 - 16:35  全体パネルディスカッション General Panel Discussion                                 

（進行）弁護士・弁護士法人北浜法律事務所   児玉 実史  
Moderator: Mr. Masafumi Kodama, Partner, Kitahama Partners    

 
16:35 - 16:50  総括Wrap-up                                      

代表パートナー・弁護士・弁護士法人大江橋法律事務所  国谷 史朗 

Mr. Shiro Kuniya, Managing Partner, Oh-Ebashi LPC & Partners 
 
 

16:50 - 17:00 閉会挨拶 Closing Address                            

公益財団法人国際民商事法センター理事  小杉 丈夫 

Mr. Takeo Kosugi, Director, International Civil and Commercial Law Centre Foundation 
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GUEST SPEAKERS   
  

 
 
 

  
  

  
  

 
 

ベベトトナナムム  
フファァンン・・ドドウウッックク・・ヒヒエエウウ次次長長    ベベトトナナムム中中央央経経済済管管理理研研究究所所  
ＭＭＲＲ..PPHHAANN  DDUUCC  HHIIEEUU,,  VVIICCEE  PPRREESSIIDDEENNTT,,  CCEENNTTRRAALL  IINNSSTTIITTUUTTEE  FFOORR  EECCOONNOOMMIICC  

MMAANNAAGGEEMMEENNTT  
  
11999955 年年  ホホアアンン・・ロロンン法法律律事事務務所所（（ハハノノイイ））法法律律顧顧問問  
11999977 年年  中中央央経経済済管管理理研研究究所所  政政策策研研究究員員  
22001155 年年  現現職職  

 
カカンンボボジジアア  
ポポテティィムム・・ユユンン弁弁護護士士    PPYYTT&&アアソソシシエエーーツツ法法律律事事務務所所  
MMRR..  PPOOTTIIMM  YYUUNN,,  PPAARRTTNNEERR  OOFF  VVDDBB  LLOOII  IINN  CCAAMMBBOODDIIAA,,  PPRRIINNCCIIPPAALL  OOFF  PPYYTT  &&  

AASSSSOOCCIIAATTEESS  ((LLAAWW  FFIIRRMM)),,  AATTTTOORRNNEEYY  AATT  LLAAWW,,  TTRRAADDEEMMAARRKK  AATTTTOORRNNEEYY,,  
CCOOMMMMEERRCCIIAALL  AARRBBIITTRRAATTOORR  
  
22000011 年年  人人権権促促進進擁擁護護カカンンボボジジアアリリーーググ NNPPOO 上上席席調調査査官官  
22000044 年年  DDFFDDLL メメココンンカカンンボボジジアア法法律律事事務務所所上上席席法法律律顧顧問問  
22001122 年年  現現職職  

ミミャャンンママーー  
チチーー・・チチャャンン・・ニニェェイインン弁弁護護士士    西西村村ああささひひ法法律律事事務務所所ヤヤンンゴゴンン事事務務
所所フフォォーーリリンンアアトトーーニニーー  
MMRR..  KKYYII  CCHHAANN  NNYYEEIINN,,  NNIISSHHIIMMUURRAA  &&  AASSAAHHII  ((YYAANNGGOONN  OOFFFFIICCEE))  
FFOORREEIIGGNN  AATTTTOORRNNEEYY  
  
22000055 年年  ミミャャッットト・・カカウウンン＆＆パパーートトナナーーズズ法法律律事事務務所所上上級級弁弁護護士士  
22001122 年年  西西村村＆＆ああささひひ法法律律事事務務所所（（東東京京オオフフィィスス））外外国国人人弁弁護護士士  
22001144 年年  現現職職  

イインンドドネネシシアア  
エエココ・・アアフフママッッドド・・イイススママリリ・・ババシシュュニニ弁弁護護士士    アアセセガガフフ・・ハハムムザザ＆＆パパーー
トトナナーーズズ法法律律事事務務所所  
MMRR..  EEKKOO  AAFFMMAADD  IISSMMAAIILL  BBAASSYYUUNNII,,  PPAARRTTNNEERR,,  AASSSSEEGGAAFF  HHAAMMZZAAHH  &&  

PPAARRTTNNEERRSS,,  
  
11999999 年年  イインンドドララワワンン・・ヘヘイイススキキ＆＆パパーートトナナーーズズアアソソシシエエイイトト  
22000000 年年  イインンドドネネシシアア銀銀行行再再編編局局法法律律顧顧問問  
22000055 年年  現現職職  
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 法務省 法務総合研究所国際協力部 

International Cooperation Department 

Research and Training Institute 

Ministry of Justice, Japan 

お問合せ 
 

 〒553-0003  

  大阪市福島区福島1丁目1番60号 大阪中之島合同庁舎 

 TEL：06-4796-2153  

 E-mail：icdmoj@i.moj.go.jp 

 http://www.moj.go.jp/housouken/houso_icd.html 
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